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問Ⅴ‐２‐⑦（収支相償）  

 収支相償の剰余金が生じた場合に、公益目的保有財産としての金融資産の

取得は認められますか。 

 

答 

１ 例えば、金融資産の運用益を財源として事業を行っている公益財団法人に

おいては、公益目的保有財産としての金融資産を取得することが、事業の拡大

を図るために必要な措置であると考えられます。 

 

２ しかし、金融資産の取得が無制限に認められる場合には、公益目的保有財産

の積み増しに伴って事業の拡大が適切になされなければ、内部留保を無制限

に積み増していく結果になり、収支相償や遊休財産額の保有制限に関する制

度の趣旨を潜脱するおそれがあります。 

 

３ このため、剰余金の解消のために公益目的保有財産としての金融資産を取

得することについては、合理的な理由がある場合に限って認められることと

しています。審査に当たっては、例えば以下の①～④の内容を確認することに

より、金融資産を取得することの必要性と合理性について確認することにな

ります。 

 

① 事業拡大に関して、実物資産ではなくて金融資産を取得して業務を拡大

する必要性が明確なこと 

② 事業拡大の内容は具体的になっており、それが事業計画等として法人に

おいて機関決定等（理事会等の承認、決定）を受けていること 

③ 運用する金融資産について、その内容及びこれから生じる運用益の見込

額が妥当であること並びに運用益が事業拡大の財源として合理的に説

明できるものであること（拡大する費用と運用益のバランスが適当であ

ること） 

④ その他、事業の財源として、剰余金を用いることについて望ましい理由があ

ること  

 

 


